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都 市 計 画 課 

  

１ 課の事務概要 

(１) 歴史まちづくり係 

① 大津市歴史的風致維持向上計画に関すること。 

② 社会資本整備総合交付金に関すること。 

③ 部内の事務事業に係る調整及び連絡に関すること。 

④ 公印の保管に関すること。 

⑤ 課の一般庶務に関すること。 

（２） 都市計画係 

① 都市計画マスタープランに関すること。 

② 立地適正化計画に関すること。 

③ 大規模開発等に係る指導及び連絡調整に関すること。 

④ 大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例（平成 29 年条例第 53 号）に基づくあっせんに関すること。 

⑤ 市域図の管理及び販売に関すること。 
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⑥ 都市計画審議会に関すること。 

⑦ 都市計画に係る調査 、計画決定及び連絡調整に関すること。 

⑧ 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 53 条第 1 項の規定による都市計画施設の区域内における建築許可 

に関すること。 

⑨ 都市計画施設、区域区分及び地域地区の明示に関すること。 

⑩ 都市計画法、公有地の拡大の推進に関する法律（昭和 47 年法律第 66 号）、国土利用計画法（昭和 49 年法第 

92 号）多極分散型国土形成促進法（昭和 63 年法律第 83 号）、駐車場法（昭和 32 年法律第 106 号）及び流通 

業務市街地の整備に関する法律（昭和 41 年法律第 110 号）に基づく手続に関すること。 

⑪ 地価公示法（昭和 44 年法律第 49 号）に基づく地価調査事務に関すること。 

⑫ 地区計画に関すること。 

⑬ 都市計画基本図等の作成に関すること。 

（３） 都市景観係 

① 景観形成に係る企画及び推進方策に関すること。 

② 大津市景観審議会に関すること。 

③ 景観計画に関すること。 
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④ 景観形成に係る市民啓発事業に関すること。 

⑤ 地区別景観形成実施計画の作成に関すること。 

⑥ 地区別景観形成実施計画の企画、事業調整及び新規開拓に関すること。 

⑦ 景観形成に係る草津市との連携に関すること。 

⑧ 公共事業景観形成ガイドラインに関すること。 

⑨ 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和 41 年法律第 1 号）に基づく歴史的風土保存区域及 

び特別保存地区内における建築等の規制に関する届出及び許可等に関すること。 

⑩ 景観法（平成 16 年法律第 110 号）に基づく建築等の規制に関する届出等に関すること。 

⑪ 大津市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成 16 年条例第 5 号）の規定に基づく風致地区内に 

おける建築等の規制に関する許可、協議等に関すること。 

⑫ 景観アドバイス制度に関すること。 

（４） 屋外広告物係 

① 屋外広告物の施策に係る企画及び推進並びに啓発事業に関すること。 

② 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）及び大津市屋外広告物条例（平成２０年条例第５３号）に基づく事務 

に関すること。 
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③ 公共掲示板の管理に関すること。 

④ 屋外広告物に係る草津市との連携に関すること。 

（５） 産業用地整備担当 

① 湖西台地区に関すること。 

 

２ 昨年度に実施した調査委託事業等でその成果を報告すべきと思われるもの 

（１） 大津市湖西台地区サウンディング型市場調査支援業務 

     北部未利用地のうち湖西台地区は、大津市都市計画マスタープランにおいて「北部地域の活力の源泉となる可 

能性を秘めていることから、その土地利用については、慎重かつ十分な検討を進めるもの」として位置づけている。

このため、同地区の土地の規模や立地条件等から、産業用地の利活用等について検討するため、事業者との対

話を通じて、事業化に向けた意見や提案、課題について調査を行った。 

    その結果、同地区は産業用地として立地優位性があり、一定の需要を見込めることが把握できた。 

（２） 用途地域見直しに向けたニーズ調査 

近年、一部の鉄道駅周辺エリアでは、工業系用途地域の土地が宅地開発されるなど、用途地域の指定と実態

に乖離が生じている地域がある一方で、事業者から滋賀県へ寄せられる「大津湖南都市計画区域の産業用地取
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得に関する相談」の件数は年々増加しており、新たな産業用地のニーズは高いものと推定されることから、事業者

に対し、工業系用途地域に係るニーズ調査を実施した。 

その結果、県内に事業所のある企業９８社からアンケート調査の回答があり、多くの企業が候補地選定するう

えで、「必要な面積の確保、用地価格、人材・労働力の確保などを重視している」ことを把握した。 

 

３ 今年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１） 歴史的風致維持向上計画の推進 

令和３年３月に国の認定を受けた「大津市歴史的風致維持向上計画」に基づき、文化財保護課や大津市歴史  

博物館など庁内の関係各課と連携を図りながら、重点区域に定めた堅田地域、坂本地域、大津百町地域におい 

て、地域主体の「エリア部会」への活動支援を行うとともに、建造物の外観修景や歴史的建造物の修理に対する 

補助を実施するなど、歴史まちづくりに取り組んでいる。 

令和６年度は、大津百町エリア部会において、本市支援のもと、地域主導で大津のまちを案内するガイド育成 

や町家の調査、町家を活用した集客イベントなどが実施された。また、歴史的まちなみの保全のために新たに３ 

件の「歴史的風致形成建造物」を指定するとともに、保存のための整備として、補助制度を創出した。さらに、歴史 

的風致の魅力を学べる動画「大津歴まち９０秒大学」の制作や、地域で作成された地域の歴史に関する副読本や 
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文化遺産マップ等の増刷などの情報発信事業に取り組んだ。 

令和７年度は、大津百町エリア部会に加えて、令和６年度に設立された堅田・坂本の各エリア部会においても

活動支援を行うとともに、歴史的風致形成建造物の修理や堅田・坂本地域における建造物の外観整備補助に引

き続き取り組んでいく。あわせて、地域の歴史・文化の副読本やマップ等の増刷や「大津歴まち９０秒大学」の活

用を推進し、本市の歴史的な魅力について情報発信することで、歴史まちづくりに対するさらなる機運の醸成を図

る。 

（２） 第２次大津市景観計画の周知及び推進 

         平成１８年に策定した大津市景観計画は、策定後１５年あまりが経過していたことから、令和４年度から令和６

年度までの３ヵ年をかけて、第２次大津市景観計画の策定を行った。 

         計画策定にあたっては、社会情勢の変化や景観に対する市民意識を踏まえるとともに、令和２年度に策定し

たびわこ東海道景観基本計画や大津市歴史的風致維持向上計画の趣旨に基づく景観形成と整合を図り、ガイド

ラインの策定も行うとともに大津市景観法施行条例を改正した。 

令和７年度は、１１月１日からの施行に向けて新たな計画及び条例の周知を行い、良好な景観形成を推進す

る。 

 



 
 

１０ 
 

（３） 都市の発展と調和した景観形成事業 

① 大津・草津連携による景観施策の推進 

大津市と草津市は、広域的な観点から良好な景観を保全し、景観を活かした魅力あるまちづくりを推進するた 

め、景観法第１５条に基づき設置したびわこ東海道景観協議会において、令和３年３月に「びわこ東海道景観基 

本計画」を策定した。 

令和７年度は、景観づくりチャレンジ隊事業の実施や東海道統一案内看板の普及を図り、魅力ある景観を守 

り、つくり、継承するための取組を進めるとともに、令和６年度に策定した屋外広告物に係る両市共通推奨ルー 

ルの運用を始める。 

② 景観アドバイス制度の推進 

大津市景観アドバイス制度は、市民や事業者が専門的な知識を有する者から景観に関するアドバイスを受け 

ることのできる制度であり、令和３年度の運用開始以降、８回の相談会を開催してきた。 

第２次大津市景観計画の策定を機に、同制度を広く市民や事業者に周知し活用することで、地域の景観特性 

に応じたきめ細やかな規制誘導を行い、良好な景観形成を効果的に推進していく。 

（４） 湖西台地区における「県と市町の連携による産業用地開発事業」の推進 

湖西台地区については、これまで土地利用に関する概略設計やサウンディング型市場調査などを行い、その 
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活用方法について検討を進めてきた。 

そのような中、令和７年１月２２日に地区約９５ha のうち約６０ha ついて、滋賀県が事業主体の「県と市町の連 

携による産業用地開発事業」の候補地区として選定された。県は令和１２年度中の分譲開始を目標としており、令 

和７年度には基本計画の策定や測量調査を予定されていることから、本市では、産業観光部と連携を図りながら、

用地交渉及び県や庁内各所属との協議・調整などを行っていく。 

 

４ 今年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画  

該当なし 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

該当なし 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

該当なし 
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都 市 魅 力 創 造 課 

 

１ 課の事務概要 

(１) 市街地整備係 

① 膳所駅周辺整備推進事業に関すること。 

② 堅田駅前土地区画整理事業未施行地区に関すること。 

③ 個人及び組合の施行に係る土地区画整理事業の認可、指導及び助成に関すること。 

④ 市街地再開発事業に関すること。 

⑤ 優良建築物等整備事業に関すること。 

⑥ 密集市街地整備事業に関すること。 

⑦ 大津駅南口ホールの管理に関すること。 

（２） にぎわい創出係 

① まちの魅力発信及びにぎわいの創出に関すること。 

② 大津駅西地区における都市再生住宅の管理に関すること。 

③ 浜大津公共広場の管理に関すること。 
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④ 旧大津公会堂の指定管理者による管理に関すること。 

⑤ 課の一般庶務に関すること。 

 

２ 昨年度に実施した調査委託事業等でその成果を報告すべきと思われるもの 

（１） 大津駅前広場等の利活用プレイヤー発掘・育成支援等業務 

ＪＲ大津駅前周辺のにぎわい創出、ＪＲ大津駅から湖岸エリアへの動線づくりを目的に、大津駅前広場等の公 

共空間を利活用する事業者等の発掘及び育成に向けてイベント開催に係る実践的な講座や伴走支援を実施した 

ことにより、令和６年度はイベントの主催者、出店者が増え、公共空間の年間利活用日数が令和５年度の５日か 

ら７４日へと飛躍的に増加した。 

 

３ 今年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１） 大津駅周辺にぎわい創出事業について 

令和６年度に引き続き、イベントの主催者や出店者を発掘するとともに、伴走支援を通じて、事業者を育成し、 

大津駅周辺が日常的に人が集う憩いの場、にぎわいの場となるよう、株式会社まちづくり大津や駅前公園の便益 

施設の運営事業者などと連携を図りながら取り組んでいく。 
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(２） 大津港周辺にぎわい創出事業について 

大津港周辺エリアの魅力向上、にぎわいの創出に向けて、エリアの望ましい姿を検証するため、令和５年度に 

修景緑地等において社会実験を実施し、課題等の整理を行った。この社会実験の結果から、恒常的なにぎわい 

の創出に向けて官民が連携する組織を構築し、エリアの将来像や官民の役割を明確化、具現化したビジョン策 

定に取り組むこととし、令和６年度は、大津港周辺エリア内のまちづくりに関する多様な主体との連携のもと、官 

民の幅広い関係者が参画するエリアプラットフォームの構築に向けた機運醸成に取り組んだところである。令和７ 

年度は、エリアプラットフォームを構築し、滋賀県が策定した大津港活性化・再整備基本構想と整合の取れた活 

用計画（未来ビジョン）の策定を目指し、大津港周辺エリアのさらなるにぎわい創出に取り組んでいく。 

（３） 膳所駅周辺整備推進事業   

膳所駅周辺整備推進事業のうち、整備が完了していない駅南側については、南北連絡道路と国道 1 号を結ぶ 

暫定歩道の整備のみで広場整備は未着手となっており、地域住民より早期の整備が望まれている。駅南側はＪＲ 

貨物をはじめとする民有地であり、土地所有者と十分な意思疎通を図りながら周辺の土地利用も含めて事業の 

方向性を定める必要があるが、令和６年８月に駅南側周辺地権者らにより市街地再開発準備組合が設立された 

ことから、令和７年度は当該準備組合と意見交換を行いながら、再開発における施設計画と整合のとれた南側駅 

前広場基本計画の策定に向けて取り組んでいく。 
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４ 今年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

該当なし 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

該当なし 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

該当なし 
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公 園 緑 地 課 

 

１ 課の事務概要 

（１） 企画係 

① 都市公園、緑地及び児童遊園地（以下公園緑地課の項において「都市公園等」という。）の総合的な利活用に関 

すること。 

② 都市公園等に係る計画に関すること。 

③ 自然環境の保全と増進に係る総合企画及び調整に関すること。 

④ 公益財団法人大津市公園緑地協会との連絡調整に関すること。 

⑤ 課の一般庶務に関すること。 

（２） 管理第１係 

① 都市公園（近江神宮外苑公園及び柳が崎湖畔公園を除く。）及び緑地の管理運営に関すること。 

② 都市公園台帳の整備に関すること。 

③ 都市公園（近江神宮外苑公園及び柳が崎湖畔公園を除く。）の指定管理者による管理に関すること。 

④ 自然保護に関すること。 
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（３） 管理第２係 

① 児童遊園地の管理運営に関すること。 

② 都市公園（近江神宮外苑公園及び柳が崎湖畔公園に限る。）及び緑地の管理運営に関すること。 

③ 都市公園（近江神宮外苑公園及び柳が崎湖畔公園に限る。）の指定管理者による管理に関すること。 

④ 供用開始前の公園、緑地の維持及び管理運営に関すること。 

④ 緑化施策の推進に関すること。 

（４） 建設係 

① 都市計画公園及び都市計画緑地の事業認可に関すること。 

② 都市公園等の事業に係る工事に関すること。 

③ 都市公園等の維持修繕に関すること。 

④ 開発行為及び中高層建築の協議に関すること。 

⑤ 緑地協定に関すること。 

⑥ 他課からの依頼に係る工事に関すること。 
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２ 昨年度に実施した調査委託事業等でその成果を報告すべきと思われるもの 

（１） 第４次大津市緑の基本計画（中間見直し）策定支援業務 

第４次大津市緑の基本計画は平成３０年（２０１８年）から令和１４年（２０３２年）までを計画期間としており、概 

ね７年間を区切りに、計画の評価と検証を行うとともに、社会情勢の変化や、都市公園の管理方針の変更など、 

計画を取り巻く環境に大きな変化があった場合、計画の中間見直しを行うこととしている。 

本業務は、本市の現状や課題を整理し、計画の進捗状況などを踏まえた中間見直し案の検討を目的として実 

施したものであり、都市公園面積などの緑の量や市民意識調査による市民ニーズ、計画の中間評価、国の法改 

正などの社会情勢の変化を調査、分析するとともに、大津市緑の基本計画審議会において外部有識者の意見聴 

取を行い、大津市緑の基本計画（中間見直し）案を検討した。 

 

３ 今年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１） 第４次大津市緑の基本計画（中間見直し）の策定 

令和７年度については、令和６年度に検討を行った大津市緑の基本計画（中間見直し）案を基に、市議会への 

報告やパブリックコメントを実施し、大津市緑の基本計画（中間見直し）を策定する予定である。 
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（２） 市営プール在り方検討 

持続可能な行財政経営を目指し、全体最適による行財政改革を推進している中、市営プールにおいては老朽 

化による大規模修繕が必要となることから、コストの縮減及び平準化等が喫緊の課題となっている。 

そのため「大津市行政改革プラン2025」の取組項目であるプールの在り方検討を令和７年度から実施していく。 

          令和７年度は、市営プールの現状、他都市の動向の把握や市民意識調査等により課題整理を行う予定であ 

る。 

（３） 公園トイレのバリアフリー化 

          大津市バリアフリー基本構想に係る重点整備地区の都市公園指定事業に指定されている大津湖岸なぎさ公の 

公園トイレについては、令和６年度にバリアフリー化整備が完了したことから、引き続き他の公園トイレのバリアフ 

リー化を進めていく。 

令和７年度は、災害時の緊急避難場所及び避難所に指定されている公園を中心に、１０公園１９棟のトイレに 

ついて、バリアフリー化整備を行う予定である。 

 

４ 今年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

第４次大津市緑の基本計画（中間見直し） 
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５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

該当なし 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

（１） 大津湖岸なぎさ公園（市民プラザ）再整備事業 

大津湖岸なぎさ公園のさらなる魅力向上と、にぎわいの創出を目指し、令和４年度に公募設置管理制度 

（Park-PFI）を活用した民間事業者の公募及び公募設置等計画の認定を行い、令和５年１１月から事業者による 

再整備工事に着手した。また、なぎさ公園へのアクセス向上や公園内の利便性向上に向け、隣接するサンシャイ 

ンビーチエリアの駐車場や園路、照明灯などの改修を進め、令和７年３月に再整備工事が完工し、供用を開始し 

た。供用開始から１か月経過した時点で約１５万人の来場があり、本市の新たなにぎわい創出拠点として、大きな 

役割を果たしている。 

① 市民プラザ再整備の概要（Park-PFI 事業） 

事業者（認定計画提出者）         ： 株式会社たねや 

事業期間（公募設置等計画の有効期間）： 令和５年１１月１日から令和２５年１０月３１日 

公募対象公園施設（店舗・駐車場）    ： ７，６９０㎡ 
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② サンシャインビーチ再整備の概要（市施行） 

          サンシャインビーチ駐車場の拡張、舗装及び照明改修、精算機更新、樹木伐採 

          サンシャインビーチ未整備エリアの整備、園路舗装及び照明改修 

③ ネーミングライツの導入 

          対象施設： 大津湖岸なぎさ公園の一部（市民プラザエリア） 

          愛称： LAGO 大津（ラーゴおおつ） 

          契約期間： 令和６年１１月１日から令和１５年１０月３１日 

          ネーミングライツ料： 年額 300,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 
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住 宅 政 策 課 

  

１ 課の事務概要 

（１） 計画係 

① 総合的住宅施策に関すること。 

② 大津市住宅マネジメント計画の進捗に関すること。 

③ 住み替え促進及び用途廃止事業に関すること。 

④ マンションの管理の適正化の推進に関すること。 

⑤ 市営住宅の建設解体整備に関すること。 

⑥ 市営住宅のストック総合改善事業に関すること。 

⑦ 地域優良賃貸住宅に関すること。 

⑧ サービス付き高齢者向け住宅に関すること。 

⑨ 住宅地区整備事業に関すること。 

⑩ 境界関係等敷地管理に関すること。 

⑪ 行政財産の使用許可に関すること。 
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⑫ 課の一般庶務に関すること。 

（２） 市営住宅係 

① 市営住宅の入退去の決定に関すること。 

② 市営住宅等の維持管理・修繕に関すること。 

③ 市営住宅の使用料の決定、収納及び滞納整理に関すること。 

④ 指定管理者制度に関すること。 

⑤ 市営住宅の管理人の委嘱及び業務に関すること。 

⑥ 明渡し請求に関する訴訟等法的措置に関すること。 

⑦ 持家住宅建設資金及び住宅新築資金等貸付金の償還に関すること。 

（３）空家・不明土地対策係 

① 空家等の適正管理に係る助言、指導及び勧告等に関すること。 

② 空き家の利活用方策の検討に関すること。 

③ 大津市特定空家等及び特定法定外空家等対策審議会及び大津市空家等対策協議会の運営に関すること。 

④ 大津市空家等対策計画に基づく事業の推進に関すること。 

⑤ 所有者不明土地に関すること。 
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２ 昨年度に実施した調査委託事業等でその成果を報告すべきと思われるもの 

人口の減少傾向が顕著な４学区での空き家の実態調査（所在把握及び所有者の意識調査） 

【調査結果の概要】 

 学区 葛川 真野北 仰木 上田上 合計 

空家候補 ５９ ６８ ４５ ３３ ２０５ 

・真野北学区の空き家は、建物の損傷がない又は軽度のものが多く、長期間管理が行われていないところが多い。 

それ以外の学区の空き家は、経年劣化に伴う建物の損傷があるものの、定期的な管理が行われているところが多 

い。 

・どの学区も空き家の取得原因については「相続で取得した」が圧倒的に多く、今後の予定も「土地を利活用」「売却」 

「賃貸住宅」希望といった、現在の用途以外の利活用希望の意見も多い。 

・空家バンクの認知度が低い一方で利活用希望の意見も多いことから、今後、企画調整課が実施する事業と連携し、 

空家バンクの周知も含めた空き家の利活用を推進する。 

 

３ 今年度の主な事業の中で報告すべきと思われるもの 

（１） 大津市住生活基本計画の策定 
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      本市では住宅政策に関して、空家対策、マンション施策、市営住宅などの個別計画を策定し施策を進めている 

が、「大津市住宅マネジメント計画」の計画期間が令和８年度に満了することから、令和７年度から２ヶ年度で、 

住宅関連計画をとりまとめた「大津市住生活基本計画」を策定する。令和７年度は主に実態調査や計画骨子案 

の作成に取り組む。 

(２） 大津市住宅マネジメント計画の推進 

大津市住宅マネジメント計画は、平成２９年度から１０年間を計画期間として、市営住宅の管理戸数の適正化、 

市営住宅の管理コストの削減等を基本方針にしており、住み替えの促進と指定管理者制度導入による市民サー 

ビスの向上を図っていく。 

① 住み替えの促進について 

耐用年限を経過した市営住宅および耐震基準を満たさない市営住宅は順次用途廃止を行なうが、当該住宅 

         の入居者については他の市営住宅などへの住み替えを促進していく。 

② 指定管理者制度による市営住宅の維持管理について 

令和２年４月から、市営住宅の入退去等の手続に関する業務、家賃等の収納に関する業務、市営住宅及び 

共同施設の施設及び設備の維持管理に関する業務について、指定管理者制度を導入し、市民サービスの向上 

を図っている。現在の指定管理者は日本管財株式会社（令和５年度～令和９年度）。 
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（３） マンション管理の適正化の推進について 

令和５年４月より実施している「大津市マンション管理適正化推進計画」に基づき、マンション管理組合に対する 

マンション管理士の派遣(アドバイザー派遣)、管理計画認定制度、マンション管理基礎セミナー開催等の実施によ 

り、マンションの管理組合による自主的で適正な管理運営に資する施策を展開する。 

【参考】 

      ・管理計画認定マンション数： １６管理組合(令和７年３月末現在) 

・令和６年度の管理士派遣の実績： １０管理組合１３回 

(４)  空き家・所有者不明土地対策について 

令和５年１２月の空家特措法の一部改正により、空き家の所有者等の責務が強化されるとともに、空き家の活 

用拡大とそのまま放置すれば特定空家等になる空き家を管理不全空家等として対策を進める等の管理の確保 

に係る新規の対策が追加されたことから、令和６年度に管理不全空家等の判断基準及び事務処理要領等の策 

定を行った。また、法改正により可能となった財産管理制度を活用し、相続放棄等により相続人が不存在となっ 

た空き家について、家庭裁判所に対し相続財産清算人の選任申立を行った。 

令和７年度は、管理不全空家等の判定を進めるとともに、財産管理制度についても引き続き活用し、適切な 

管理の推進を行っていく。 
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４ 今年度においてパブリックコメントの手続きをとることを予定している計画 

該当なし 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

（１） 用途廃止をした団地の利活用の推進 

用途廃止をした団地は、大津市公有財産有効活用基本方針に基づき、利活用または売却を検討することと 

し、用地や建物について事前の調査を進めていく。令和７年度については、用途廃止に伴う昭和第三団地及び 

音羽台団地の利活用の手続きを進めていく。 

（２） 空家等の適正管理 

従来から、空家等の適正管理に係る助言・情報提供、指導等により、管理不全の空家等の改善に一定の成果 

が出ているものの、相続未登記や相続放棄など、所有者等の確知が困難なケースが増えてきている。このこと 

から、引き続き「大津市空家等対策計画」に基づき、空き家発生の予防、適正管理に向けた意識啓発を行ってい 

く。令和６年度に拡充した定住促進リフォーム補助事業や空家バンクを活用することに加え、令和７年度は、空家 

実態調査を実施するとともに、政策調整部が実施する対策事業にも連携して、空き家の利活用・流通を図る施策 

を進めていく。さらには、空家対策に取り組む地域の体制づくりを支援するなど、それぞれの地域の実情に合っ 
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た取り組みを支援していく。 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

（１） 大津市住宅マネジメント計画及び大津市公営住宅等長寿命化計画に基づく整備を実施した。 

（２） 家賃収納率については、令和７年３月３１日現在で９６.０５％となり、前年同期と比較して０．２０％の微減となって 

いる。 

【令和６年度市営住宅入居状況】 

R7.3.31 現在 

種類 団地数 管理戸数 入居戸数 入居割合％ 

公営住宅 ５１ ２，３４５ １，８３８ ７８．３ 

改良住宅 １０ ３８１ １９８ ５１．９ 

特定公共賃貸住宅 

地域特別賃貸住宅 
   ４ ４９ ２７ ５５．１ 

合計 ※６０ ２，７７５ ２，０６３ ７４．３ 

※同一団地内に異なる種類の市営住宅が併設されている場合があるため、種類ごとの団地数の合計とは合わない。 
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○ 空き家等に係る苦情・通報等取り扱い件数 

 
苦情・通報等件数(※

1) 

特定空家等件数 

（累計件数） 

特定空家等解決件数 

（累計件数） 
勧告・命令等件数 

苦情・通報  

年度内解決率 

平成２９年度 １９８件  ３件（１２件） １件（１件） ０件 ３１％ 

平成３０年度 １５４件  １件（１３件） ４件（５件） ０件 ４３％ 

令和元年度 １０６件  １件（１４件） ０件（５件） ０件 ４９％ 

令和２年度  ８０件  ０件（１４件） ２件（７件） ０件 ５３％ 

令和３年度 １２２件  １件（１５件） ０件（７件） ０件 ５３％ 

令和４年度 １３０件  ０件（１５件） ０件（７件） ０件 ４５％ 

令和５年度 １００件  ２件（１７件） ３件（１０件） １件 ４６％ 

令和６年度 １２９件 ０件（１７件） ０件（１０件） ０件 ２８％ 

 （※1）１物件に複数の通報があっても、１件でカウント。 
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開 発 調 整 課 

 

１ 課の事務概要 

（１） 管理係 

① 大津市開発審査会に関すること。 

② 開発許可申請等の手数料の徴収に関すること。 

③ 開発登録簿の閲覧及び管理に関すること。 

④ 未帰属物件及び完了公告通知に関すること。 

⑤ 租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）に基づく優良宅地の認定等に関すること。 

⑥ 開発関係調査、統計に関すること。 

⑦ 課の一般庶務に関すること。 

(２) 指導係 

① 市街化区域外における都市計画法に基づく開発行為の許可及び宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 

36 年法律第 191 号）に基づく工事の許可並びに完了検査等に関すること。 

② 市街化区域外における都市計画法第 32 条の規定に基づく協議に関すること。 
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③ 都市計画法第 43 条の規定に基づく建築許可等に関すること。 

④ 都市計画法に基づく完了公告に関すること。 

⑤ 市街化区域外における都市計画法第 37 条の規定に基づく建築制限の解除に関すること。 

⑥ 開発登録簿の調製に関すること。 

⑦ 市街化区域外における不法開発の取締り是正指導及び防災対策に関すること。 

⑧ 市街化区域外における採石法（昭和 25 年法律第 291 号）等に基づく許認可に係る意見具申等に関すること。 

⑨ 市街化区域外における大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例（平成 29 年条例第 53 号） 

に基づく太陽光発電設備の設置の規制等（あっせんを除く。）に関すること。 

⑩ 開発相談に関すること。 

(３) 審査係 

① 市街化区域における都市計画法に基づく開発行為の許可及び宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく工事 

の許可並びに完了検査等に関すること。 

② 市街化区域における都市計画法第 32 条の規定に基づく協議に関すること。 

③ 都市計画法に基づく完了公告に関すること。 

④ 市街化区域における都市計画法第 37 条の規定に基づく建築制限の解除に関すること。 
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⑤ 開発登録簿の調製に関すること。 

⑥ 市街化区域における不法開発の取締り及び開発区域内外の災害対策に関すること。 

⑦ 市街化区域における採石法等に基づく許認可に係る意見具申等に関すること。                    

⑧ 市街化区域における大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例に基づく太陽光発電設備の設置の 

規制等（あっせんを除く。）に関すること。 

⑨ 開発相談に関すること。 

 

２ 昨年度に実施した調査委託事業等でその成果を報告すべきと思われるもの 

該当なし 

 

３ 今年度の主な事業の中で、報告すべきと思われるもの 

(１) 宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法）の着実な運用 

盛土規制法が令和５年５月２６日に施行されてから同法律を運用するため、定められた２年間の経過措置 

期間に、新たな規制区域の指定や「大津市宅地造成等工事の手続き等に関する条例」の制定等必要な準備を 

昨年度末に終え、４月１日から運用を開始している。 
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今年度より同法律の運用を、本市総合計画第３期実行計画の施策２０「災害に強いまちづくりの推進」の関連 

する取組として掲げ、新たに規定された中間検査の実施や定期報告に伴う現場の確認、不法・危険盛土等への 

対処などを着実に実行していく。特に、不法・危険盛土等への対処は早期発見、情報共有などを不法投棄に関す 

る対処でノウハウを有する産業廃棄物対策課と、森林法や農地法に関係するものは許可権者である滋賀県や農 

業委員会との連絡調整等において農林水産課と連携することになっている。 

また、同法に基づく基礎調査の結果として昨年度に公表した既存盛土等について、安全性把握のための優先 

度評価業務を実施する。 

 

４ 今年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

該当なし 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

(１) 公平で信頼される開発等指導行政の推進 

開発等事業に伴う指導及び審査は、公平性、透明性、迅速化、さらには時代とともに多様化する課題への 

        対応が求められるため、国や県が実施する研修会や意見交換会への参加、職場内での勉強会の実施などによ 
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り個々の資質を向上することで組織力を強化し、法令等の趣旨、目的を見失うこと無く、市政の推進に最適な開 

発等指導行政を推進する。 

また、開発等事業計画において、周辺住民と事業者の間に生じる紛争にあっては、その原因を的確に捉え、法 

令等に照らし公平公正な指導を行うとともに、審査業務の参考事例として保管し、可能な範囲で紛争が生じること 

のないよう指導にあたる。 

 

６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

令和６年度の事務取扱実績                             

項   目 件  数 

都市計画法第２９条（開発許可） 
７４ 

（当初４１、変更３３） 

都市計画法第４３条（建築許可） ３５ 

宅地造成等規制法第８条（宅地造成許可） 
２２ 

（当初１３、変更９） 

宅地造成等規制法第１１条（協議）          ２(当初２、変更０) 
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項   目 件  数 

宅地造成等規制法第１５条（届出） ９ 

都市計画法第３７条（建築制限の解除） ０ 

都市計画法第４２条（建築等の制限） ０ 

都市計画法第４５条（地位承継） １ 

都市計画法施行規則第６０条（適合証明） ６０ 

採石法第３３条の６（許認可に係る照会回答） １ 

太陽光発電設備設置許可          ５（当初３、変更２） 

優良宅地認定 ０ 

開発登録簿閲覧 ３１９ 

開発登録簿謄本交付 ３７１ 

開発事業相談 ２，００７ 

大津市開発審査会・処理件数 
４１ 

（付議３、報告３８） 
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建 築 指 導 課 

 

１ 課の事務概要 

（１） 管理係 

① 建築審査会及び公開による意見の聴取に関すること。 

② 建築基準法に基づく建築許可申請書、建築確認申請書及び建築工事届等の受理並びに手数料の徴収に関す 

ること。 

③ 建築基準法に基づく建築許可書、確認済証及び検査済証等の交付に関すること。 

④ 建築確認の証明に関すること。 

⑤ 建築動態統計調査に関すること。 

⑥ 建築物等実態調査に関すること。 

⑦ 租税特別措置法に基づく優良住宅の認定等に関すること。 

⑧ 建築計画概要書及び台帳の閲覧並びに写しの交付に関すること。 

⑨ 建築基準法第１２条第８項の規定に基づく台帳整備に関すること。 

⑩ 公印の保管に関すること。 
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⑪ 課の一般庶務及び予算に関すること。 

（２） 指導係 

① 建築基準法に基づく許可、認可、認定及び指定（法第７条の６、第８６条の８を除く。）に関すること。 

② 建築協定に関すること。 

③ 大津市生活環境の保全と増進に関する条例に基づく中高層建築物及びその他の建築物に係る行政指導に関 

すること。 

④ 建築基準法第４２条の規定に基づく道路に係る相談及び道路台帳の整備に関すること。 

⑤ だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例に基づく届出に係る審査及び終了通知書の交付、指導及び助 

言（建築物に係るものに限る。）、並びに適合証の交付及び立入調査に関すること。 

⑥ がけ地近接危険住宅移転事業に関すること。 

⑦ 大津市坂本伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例に関すること。 

⑧ 大津市特定旅館建築規制条例に関すること。（特定旅館建築審議会に関することを除く。） 

⑨ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく計画の認定申請書の審査、指導及び助言、 

通知並びに検査に関すること。 
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（３） 審査係 

① 建築基準法に基づく建築物等の確認及び検査に関すること。 

② 既存不適格及び不適合建築物の調査並びに措置に関すること。 

③ 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく指導、助言及び指示並びに計画の認定に係る審査及び同意 

に関すること。 

④ 既存建築物の耐震診断事業及び木造住宅耐震改修事業に関すること。 

⑤ 建築基準法に基づく指定確認検査機関の指導等に関すること。 

⑥ 建築基準法に基づく仮使用承認及び全体計画認定に関すること。 

⑦ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関すること。 

（４） 建築安全推進係 

① 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関すること。 

② 違反建築物に係る指導及び措置等に関すること。 

③ 違反建築防止週間、建築物防災週間に係る業務に関すること。 

④ 建築基準法第１０条に基づく保安上危険な建築物等に対する措置に関すること。 

⑤ 特定建築物及び防火設備等の定期報告書の届出に関すること。 
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⑥ 防災査察、立入調査に関すること。 

⑦ アスベスト対策事業に関すること。 

⑧ 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づくブロック塀等の撤去等事業に関すること。 

（５） 生活道路整備推進係 

① 生活道路の拡幅整備推進に関すること。 

（６） 設備審査係 

① 建築物の昇降機設備に係る定期報告、指導に関すること。 

② 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく認定等に関すること。 

③ 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関すること。 

④ 建築基準法等に基づく確認、許可等に係る建築設備の審査及び検査に関すること。 

 

２ 昨年度に実施した調査委託事業等でその成果を報告すべきと思われるもの 

該当なし 

 

３ 今年度の主な事業の中で、報告すべきと思われるもの 
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（１） 耐震改修促進事業 

          平成２７年度に改定した大津市耐震改修促進計画が令和７年度末で終期を迎えることから、同計画の改定を 

行う。 

また、同計画に基づき、耐震化の促進を図るための支援として以下の事業を実施する。 

① 耐震改修促進計画改定業務 

② 木造住宅耐震診断員派遣事業          ３０ 件（予定件数） 

③ 木造住宅耐震補強案作成事業          ３０ 件（予定件数） 

④ 木造住宅耐震改修等補助事業           ８ 件（予定件数） 

⑤ 既存民間建築物耐震診断補助事業 

◆特定建築物等（病院、店舗等）         １ 件（予定件数） 

◆戸建住宅等                     １ 件（予定件数） 

⑥ ブロック塀等の撤去等促進事業費補助事業  １５ 件（予定件数） 

（２） 指定道路図等作成事業 

令和７年４月より、建築基準法施行規則に規定する建築基準法上の道路を表した「指定道路図」をマイタウン 

おおつにてインターネット公開を行っており、市民及び事業者等の利便性向上を図っている。指定道路図等は整 
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備・更新が必要であることから、定期的な更新を予定している。  

（３） 建築物の安全確保の推進 

エレベーターなどの設備の事故や建築物の火災に伴う死亡事故への対策が全国的な課題となっていることか 

ら、未然防止を目的として、防災査察の実施と定期報告制度の確実な運用を図る。 

（４） 生活道路拡幅整備推進事業 

          大津市生活道路拡幅整備推進条例に基づき、平成２３年度より建築基準法第４２条第２項に規定する道路で 

幅員４メートル未満の大津市道の拡幅整備を行い、これまで１５６か所、延長約３，５２３ｍを整備した。 

引き続き事業の周知・啓発を行い、本年度は１０件の事業実施を予定している。 

 

４ 今年度においてパブリックコメントの手続きを執ることを予定している計画 

大津市既存建築物耐震改修促進計画の改定（案） 

 

５ 当面する課題、懸案事項で報告すべきと思われるもの 

（１） 耐震改修促進事業 

大津市既存建築物耐震改修促進計画では、平成２８年４月から令和７年度末までの１０年間を計画期間とし、 
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市内 建築物の耐震化に取り組んでいる。本計画における耐震化率の目標値（住宅９８％、特定建築物９７％）に 

対して、最新値である令和５年度時点の耐震化率は、住宅が約９３％、特定建築物が約９２％であり、目標の達 

成は困難な見込みである。本年度予定している計画の改定においては、目標の達成に向け、耐震化促進への取 

り組みの強化が必要である。 

（２） 国及び県からの財政的支援について 

これまで、耐震改修促進事業については、国の住宅・建築物安全ストック形成事業及び県の木造住宅耐震改 

修等事業費補助金を活用することにより、国及び県からの財政的支援を受けながら取り組みを進めてきた。 

また、生活道路拡幅整備推進事業についても、国の狭あい道路整備等促進事業を活用し、財政的支援を受 

けながら取り組みを進めている。 

しかし、近年、国からの交付金及び県からの補助金の内示率が共に低下してきており、事業の円滑な推進が 

困難となりつつある。今後も引き続き国及び県に対して、両事業に関する予算の確保を要望し、財源確保に努め 

る。 
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６ その他、特に報告すべきと思われるもの 

（１） 令和６年度 建築確認等件数及び検査件数                     

                                                              （件） 

項  目 建築物 建築設備 工作物 計 

建築確認 
１３ 

(１，３６４)  

０ 

（３３）  

０ 

（１８） 

１３ 

（１，４１５）    

計画通知 
１４ 

（０） 

３ 

（２） 

０  

（０） 

１７ 

（２） 

合  計 
２７ 

（１，３６４） 

３ 

（３５） 

０ 

（１８） 

３０ 

（１，４１７） 

   ※計画変更含む。（ ）内は指定確認検査機関の取扱い件数（３月末時点での報告件数）。 
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項  目 建築物 建築設備 工作物 計 

中間検査  
１ 

(１，０７０)  
  

１ 

（１，０７０） 

完了検査  
２３ 

（１，２９３）  

３ 

（４１） 

０ 

（１３） 

２６ 

（１，３４７）  

合  計 
２４ 

（２，３６３） 

３ 

（４１） 

０ 

（１３） 

２７ 

（２，４１７） 

 

（２） 令和６年度 申請等取扱い件数                                    （件）  

申請項目 件  数 申請項目 件  数 

建築許可認定 

（うち建築審査会諮問） 

１５ 

（０） 
道路位置指定 １５ 

バリアフリー法認定 *1 ０ だれまち条例届出*3 ２２ 
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申請項目 件  数 申請項目 件  数 

エコまち法認定 *2 １８ 省エネ法認定 ０ 

中高層建築物 １２ 省エネ法届出*4 ５０ 

定期報告 

建築物 ２０９  

長期優良住宅認定 

 

６１０ 防火設備 １２６ 

昇降機等 １，８０７ 

防災査察 
防災週間 ２ 建 設 

リサイクル*5 

届出 ６２６ 

合同査察 ８ 通知 １６１ 

違反建築物 ０ 建築相談、道路相談 １９１ 

*1 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律による認定 

*2 都市の低炭素化の促進に関する法律による認定 

*3 だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例による届出 

*4 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律による届出 

*5 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による届出・通知 

 


